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八百津町Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫 使用要項 八百津町教育委員会

八百津町Ｂ＆Ｇ海洋センター

１． 利用条件
利用申込手続きの流れ

● ”小学４年生以上”

● ”利用人数８名以上”
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(未成年のみの団体、個人での利用は出来ません) ① 日程の仮予約（電話等）

② 申請書のダウンロード又は送付

③ 申請書の提出

● 午後 ： １３：００　～　１７：００
④

２． 使用可能時間

● 午前 ： 　９：００　～　１３：００

利用許可書の送付
（準備・片付けの時間を含みます。それぞれ３０分程度。）

～　申請完了　～

３． 使用料 開催日前 :
利用内容の最終確認
(参加者数、時間等)

● １回あたり（午前・午後の場合は２回）

４． 使用上の注意事項

町内団体とは、町内に在住し、在勤し、又は在学する者が半数以上在籍している団体とし、町外区分とはこれ

に該当しない団体です。
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一　般 １人につき 2,400 円 一　般 １人につき 4,800 円

高校生以下 １人につき 1,200

ることとします。

１人につき
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外
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体 2,400 円円 高校生以下

● 公園内での火気の使用は禁止されています。喫煙は所定の場所で休憩時間にお願いします。

実際の利用時間によって使用料が増減することはありません。

● 施設及び舟艇等の破損については、すぐに指導員に申し出ると共に、使用者が責任を持って原形に復す

● 使用者の紙屑・吸殻・空き缶・ペットボトル等は、必ず持ち帰って下さい。

● 使用中の事故・傷害等は、応急処置のみ行いますが、それ以外の責任は負いません。スポーツ安全保険

等は、利用者の責任で加入して下さい。

活動終了後に使用料をお支払い頂きます。あらかじめ細かいお金をご用意ください。

● 使用責任者は、参加者の指導・監督に責任を持ち、使用中は指導員の指示・注意に必ず従って下さい。

● 活動に使用する舟艇や道具類の準備・清掃・後片付けは、使用者自身で行っていただきます。

● 八百津町又は木曽川上流域の市町村に大雨洪水注意報が発令され、ダムが予備警戒に入っている場合の

ほか、八百津町教育委員会が艇庫活動が困難であると判断した時、使用を中止します。

● 活動中に撮影した写真は、八百津町のホームページやパンフレット等に使用する場合があります。

５． その他（持ち物等）

● 濡れても良い服装・靴で活動をお願いします。（着替え・タオル等を持参して下さい。）

● サンダル(クロックスを含む）の使用はご遠慮下さい。(濡れてもかまわない運動靴やマリンシューズがおすすめです。)

 問合せ　八百津町教育委員会社会教育係　 TEL:0574-43-0390　 〒505-0301　岐阜県加茂郡八百津町八百津3827-1

● 眼鏡や装飾品等は、川に落とさない工夫（眼鏡バンドなど）をお勧めします。

● 炎天下での活動は非常に水分を消耗し、また水上では日差しがとても強くなることから、飲料水・帽子

日焼け止め等、各自で持参してください。


